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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
情
報
収
集
衛
星
の
運
用
実
態
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

「
情
報
収
集
衛
星
の
導
入
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
情
報
収
集
衛
星
は
、
外

交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
及
び
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
等
の
危
機
管
理
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
収
集
を
主
な
目
的
と
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
目
的
を
遂
行
す
べ
く
、
安
全
保
障
と
と
も
に
大
規
模
災
害
へ
の
対
応

に
お
い
て
も
有
効
に
活
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
活
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
情
報
収
集
活
動
の
性
格

上
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

（
二
）
に
つ
い
て

米
国
の
人
工
衛
星
テ
ラ
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
高
性
能
光
学
セ
ン
サ
は
、
経
済
産
業
省
が
開
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
我
が
国

は
、
同
セ
ン
サ
を
利
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
御
指
摘
の
本
年
十
月
に
発
生
し
た
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
地
震
の
地

滑
り
に
関
す
る
画
像
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
が
、
地
質
の
調
査
を
行
う
観
点
か
ら
、
同
セ
ン

サ
を
利
用
し
た
画
像
解
析
技
術
の
確
立
を
目
的
と
し
て
解
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
情
報
収
集
衛
星
は
使
用
し

て
い
な
い
。

一



（
三
）
に
つ
い
て

本
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
第
十
二
回
ア
ジ
ア
太
平
洋
宇
宙
機
関
会
議
に
お
い
て
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機

構
が
提
案
し
た
「
ア
ジ
ア
防
災
・
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム
」
で
は
、
我
が
国
が
打
ち
上
げ
を
予
定
し
て
い
る
陸
域
観
測
技
術
衛

星
（
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
）
な
ど
、
一
般
の
利
用
に
供
さ
れ
る
衛
星
の
観
測
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点

で
は
、
我
が
国
の
情
報
収
集
衛
星
の
活
用
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

今
年
度
に
打
ち
上
げ
る
予
定
の
陸
域
観
測
技
術
衛
星
（
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
）
以
降
の
災
害
観
測
に
係
る
衛
星
計
画
に
つ
い
て
は
、

宇
宙
開
発
委
員
会
が
本
年
六
月
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
「
我
が
国
の
地
球
観
測
に
お
け
る
衛
星
開
発
計
画
及
び
デ
ー
タ
利

用
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
に
沿
っ
て
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
お
い
て
検
討
中
で
あ
る
と
承
知
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
災
害
分
野
に
お
け
る
衛
星
に
よ
る
観
測
の
ニ
ー
ズ
は
様
々
で
あ
り
、
右
の
検
討
の
事
実
は
、
情
報
収
集
衛
星
に

大
規
模
災
害
へ
の
対
応
の
目
的
が
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
情
報
収
集
衛
星
が
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。

二



（
五
）
に
つ
い
て

（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
情
報
収
集
衛
星
は
、
外
交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
及
び
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応

等
の
危
機
管
理
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
収
集
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
目
的
を
遂
行
す
べ
く
、

安
全
保
障
と
と
も
に
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
に
お
い
て
も
関
係
省
庁
へ
の
情
報
提
供
を
通
じ
て
有
効
に
活
用
し
て
お
り
、
御

指
摘
の
国
会
決
議
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
理
解
し
て
い
る
。

ま
た
、
情
報
収
集
衛
星
が
撮
像
し
た
情
報
等
を
公
開
す
る
か
否
か
は
、
個
別
具
体
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
当

該
情
報
等
に
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
の
秘
密
又
は
行
政
機
関
の
保
有
す

る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
の
不
開
示
情
報
に
当
た
る
も
の
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

（
六
）
に
つ
い
て

内
閣
官
房
等
の
関
係
省
庁
か
ら
各
独
立
行
政
法
人
等
へ
委
託
等
し
た
第
一
世
代
の
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
に
係
る
費
用

の
総
額
（
平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
間
）
は
約
二
千
六
十
七
億
円
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
メ
ー
カ
ー
等
へ
の
再

発
注
金
額
の
総
額
は
約
二
千
十
一
億
円
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
金
額
の
差
額
約
五
十
六
億
円
は
、
各
独
立
行
政
法
人
等
に
お
い

三



て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
等
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
は
、
専
門
的
か
つ
技
術
的
な
知
見
を
要
す

る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
知
見
を
有
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
介
し
て
開
発
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

情
報
収
集
衛
星
に
つ
い
て
は
、
外
交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
及
び
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
等
の
危
機
管
理
の
た
め
に
必

要
な
情
報
の
収
集
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
ま
た
、
予
算
に
つ
い
て
適
正
に
執
行
し
て
お
り
、
今
後
と
も
着

実
な
開
発
及
び
運
用
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四


